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月
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安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
共
通
事
業
所
の
実
質
賃
金
算
出
方
法
等
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
共
通
事
業
所
の
実
質
賃
金
算
出
方
法
等
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
実
質
化
検
討
会
の
「
中
間
的
整
理
案
（
概
要
）
」
（
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
日
公
表
）
・
・
・
に
あ
る
「
名

目
賃
金
指
数
」
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る

御
指
摘
の
「
共
通
事
業
所
系
列
」
（
以
下
「
共
通
事
業
所
系
列
」
と
い
う
。
）
の
「
現
金
給
与
総
額
」（
以
下
「
名
目
賃
金
」

と
い
う
。
）
の
「
前
年
同
月
比
（
伸
び
率
）
」
（
以
下
「
前
年
同
月
比
（
伸
び
率
）
」
と
い
う
。
）
を
算
出
す
る
際
に
、
共

通
事
業
所
系
列
の
御
指
摘
の
「
名
目
賃
金
指
数
」
を
算
出
し
、
そ
の
値
を
基
に
当
該
前
年
同
月
比
（
伸
び
率
）
を
算
出
す
る

と
い
っ
た
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
算
出
に
用
い
た
式
」
、
「
各
月
の
算
出
に
用
い
た
数
値
」
及
び
「
も
し
共
通
事
業
所
系
列
の
参
考
値
に
つ
い

て
・
・
・
算
出
で
き
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
三
十
年
の
各
月
の
共
通
事
業

所
系
列
の
名
目
賃
金
の
前
年
同
月
比
（
伸
び
率
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
月
の
当
該
名
目
賃
金
を
、
平
成
二
十
九
年
の
同
月

一



の
当
該
名
目
賃
金
で
除
し
て
得
た
値
か
ら
一
を
控
除
し
て
得
た
値
に
百
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
り
算
出
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
御
指
摘
の
「
実
質
賃
金
の
前
年
同
月
比
（
伸
び
率
）
」
の
算
出
に
つ
い
て
、
先
の
答
弁

書
（
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
九
八
第
八
〇
号
）
九
及
び
十
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
の
課
題
等
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
統
計
上
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
当
該
前
年
同
月
比
（
伸
び
率
）
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

の
専
門
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
「
毎
月
勤
労
統
計
の
「
共
通
事
業
所
」
の
賃
金
の
実
質
化

を
め
ぐ
る
論
点
に
係
る
検
討
会
」
を
開
催
し
、
御
指
摘
の
「
名
目
賃
金
を
指
数
化
」
す
る
こ
と
の
是
非
を
含
め
、
必
要
な
検

討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
算
出
式
」
及
び
「
各
月
の
具
体
的
な
数
値
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋

ね
の
「
本
系
列
」
の
「
名
目
賃
金
指
数
の
前
年
同
月
比
（
伸
び
率
）
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
資
料
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
全
国
調
査
で
作
成
し
て
い
る
指
数
等
の
解
説
（
平
成
三
十
年
一
月
分
部
分
入
替

え
）
」
の
「
二

指
数
の
算
式
」
に
示
さ
れ
て
い
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
て
い
る
。

二



六
、
八
及
び
九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
中
間
的
整
理
案
で
言
及
さ
れ
て
い
る
本
系
列
に
つ
い
て
、
各
月
の
名
目
賃
金
の
金
額
を
基
に
前
年
同
月
比

（
伸
び
率
）
を
算
出
し
た
数
値
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
三
十
一
年
二
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
九
八
第
三
五
号
）

一
及
び
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
示
す
統
計
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
実
態
に
近
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
過
大
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え

三



す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四


